
労務相談会
社会福祉施設・事業所対象

予約申込受付中!【主催】島根県社会福祉協議会

労働時間・休日、割増賃金、解雇・退職、
就業規則等の問題で相談ごとはありませんか?

特定社会保険労務士による令和 年度7

裏面の申込書を相談を受けたい日の10日前までにファックス等で
提出してください。

申込方法

相談無料県社協会員は

今年度も随時開催します！！
社会福祉施設・事業所のご希望による日時で、相談の上決定します。
※ただし、土日・祝日・年末年始休暇期間を除き、時間は、午前9時～12時、
　午後1時～4時までの間の50分間とします。
また、専門相談員の都合で、開催日時は調整させていただきます。

次のいずれかの方法をお選びいただけます。
　 対面による相談
　 原則として、専門相談員の所属事務所（松江市内）を会場と
　 しますが、調整する場合があります。
　 オンライン（Web会議ツール「Zoom」）による相談
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相談申込書は、島根県福祉人材センターホームページ▶「経営相談のご案内」▶「お知らせ」からダウンロードできます。



島根県社会福祉協議会 法人支援部 経営支援係
〒690-0011　松江市東津田町1741-3　いきいきプラザ島根2階
TEL：（0852）61-4151　FAX：（0852）32-5956　https://www.shimane-fjc.com/
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